
【 歳 入 】

【 歳 出 】 地方消費税（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

440,108 214,263 108,058 0 18,332 99,455

26,771 0 6,873 9,925 1,552 8,421

574,049 220,359 90,740 27,847 36,589 198,514

166,259 133,261 6,346 161 4,123 22,368

1,207,187 567,883 212,017 37,933 60,596 328,758

284,445 11,255 5,714 0 41,628 225,848

315,255 0 43,248 0 42,333 229,674

147,424 13,998 50,055 0 12,975 70,396

747,124 25,253 99,017 0 96,936 525,918

2,379 0 198 1,167 158 856

124,802 74,396 715 9,218 6,299 34,174

20,131 7,811 1,905 2,077 1,298 7,040

13,141 0 611 27 1,946 10,557

72,687 41 22,960 11,408 5,957 32,321

38,449 471 59 121 5,883 31,915

271,589 82,719 26,448 24,018 21,541 116,863

2,225,900 675,855 337,482 61,951 179,073 971,539

※各事業の地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当額は、各事業費の一般財源額で按分

地方消費税率の引き上げ分に係る使途の明確化について（令和４年度決算）

　令和４年度上郡町一般会計決算における社会保障施策経費への充当状況については、下記のとおりです。

地方消費税交付金（社会保障財源化分） 179,073 千円

1,150,612 千円

財源内訳

特定財源 一般財源

　平成26年４月１日から消費税率（国・地方）が５％から８％に、令和元年10月１日から10%に引き上げられたことに伴い、地方
消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

区分 事業名
令和４年度

決算額
国庫支出金 県支出金 その他

地方消費税交
付金（社会保
障財源化分）

その他

障がい者福祉事業

高齢者福祉事業

子ども・子育て事業

その他福祉事業

小計

介護保険事業

後期高齢者医療事
業

国民健康保険事業

小計

健康増進事業

予防対策事業

母子保健事業

地域医療対策事業

医療費助成事業

その他保健衛生

小計

合計

社会福祉

社会保険

保健衛生


